
  

 

 

 

 

              

 

ピアラシティ中央公園及び 

三郷市立ピアラシティ交流センター 

指定管理者募集要項・仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三郷市地域振興部市民活動支援課 

住 所 埼玉県三郷市花和田６４８番地１ 

電 話 ０４８（９３０）７８２６ 

ＦＡＸ ０４８（９５３）７７７５ 

E-mail shienkoubo@city.misato.lg.jp 

 



  

目 次 

 

募集要項 

１  指定管理者の募集について .......................................1 
２  施設の名称及び位置 .............................................1 
３  指定管理業務の内容 .............................................1 
４  指定予定期間 ...................................................2 
５  申請者の要件 ...................................................2 
６  申請書類の提出方法 .............................................3 
７  指定管理者候補者の募集選定手続 .................................7 
８  選定にあたっての審査基準 ......................................10 
９  指定管理者の指定等 ............................................10 
１０ 指定管理者の指定後の手続き ....................................10 
１１ スケジュール（予定） ..........................................11 
１２ その他 ........................................................11 
１３ 問合せ先 ......................................................11 
様式１ 三郷市指定管理者指定申請書 ............................... 12 
様式１ 三郷市指定管理者指定申請書 ............................... 13 
様式２ 誓約書１ ................................................. 14 
様式３ 誓約書２ ................................................. 16 
様式４ 事業計画書様式 ........................................... 18 
様式５ 現場説明会参加申込書 ..................................... 19 
様式６ 募集要項・仕様書の内容等に関する質問書 ................... 20 
様式７ 辞退届 ................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

仕様書 

１  趣旨 ..........................................................22 
２  施設概要 ......................................................22 
３  管理運営に関する基本的な考え方 ................................23 
４  法令等の遵守 ..................................................24 
５  管理運営にあたっての条件 ......................................24 
６  管理に要する経費 ..............................................28 
７  指定予定期間 ..................................................29 
８  休園・休館日 ..................................................29 
９  開園・開館時間 ................................................29 
１０ 管理の基準 ....................................................30 
１１ リスク分担 ....................................................30 
１２ 指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 ..32 
１３ 委託等の禁止 ..................................................32 
１４ 立ち入り検査について ..........................................32 
１５ 備品・消耗品等の所有権 ........................................32 
１６ 協議 ..........................................................33 
１７ 業務を実施するにあたっての注意事項 ............................33 
１８ その他 ........................................................33 

 

資料１ 防犯ステーション・防災備蓄倉庫【三郷市管理】 設置図．．．．．．34 

資料２ ピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センター 

日常清掃業務基準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35 

 資料３ ピアラシティ中央公園遊具保守点検基準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38 

 資料４ ピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センター 

     維持管理に関する保守点検業務一覧表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39 

 資料５ 公の施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分．．．．．．．．．．．．40 



1 

募集要項 

 

１  指定管理者の募集について 

 三郷市（以下「本市」という。）は、三郷市都市公園条例に定める「ピアラ

シティ中央公園」及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第

１項に定める公の施設となる「三郷市立ピアラシティ交流センター」（以下「交

流センター等」という。）の管理について、地方自治法第２４４条の２第３項

に定める指定管理者制度を適用することとし、交流センター等の指定管理者

候補者を募集します。 

 交流センター等は、緑を活かした憩いと交流の場を市民等の文化活動及び

生涯学習の拠点として設け、教養の向上及び健康と福祉の増進への寄与を目

的として設置するものであり、指定管理者制度を適用することにより、民間

団体を含めた多様な団体の活力や柔軟な発想を生かし、にぎわい創出に資す

る企画や効率的な施設の管理運営の推進を図るものです。 

 

２  施設の名称及び位置 

施設の名称及び位置は、表１に示すとおりです。交流センター等の施設概

要については、２２ページ以降の「仕様書」をご参照ください。 

 

表１．施設名称及び位置 

施設名称 位置 

ピアラシティ中央公園及び 

三郷市立ピアラシティ交流センター 

(隣接駐車場) 

埼玉県三郷市泉二丁目３５番地 

 

(埼玉県三郷市泉二丁目３６番地８) 

 

３  指定管理業務の内容 

 本市は、地方自治法第２４４条の２第８項に定める利用料金制を採用しな

いことから、交流センター等の諸室等の利用に際して利用者から徴収する使

用料は、本市の歳入とします。 

 指定管理者は、自主的事業の実施により得られる売上を自らの収入とする

他、本市から支払われる指定管理料を収入として得るものとし、指定管理業

務の実施に伴う費用（交流センター等における通信費及び光熱水費を含む。）

を負担するものとします。 

また、指定管理者は、交流センター等を市民の利用に供するための次に掲

げる業務（以下、これらの業務を総称して「指定管理業務」という。）を実施

するものとします。なお、指定管理業務の詳細については仕様書をご参照く
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ださい。 

 

４  指定予定期間 

 令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間を予定していま

す。 

 

５  申請者の要件 

 交流センター等の指定管理者候補者として応募しようとする者（以下「申

請者」という。）は、交流センター等の設置目的や施設の特性を十分に理解し、

指定予定期間にわたり、交流センター等を安全かつ円滑に管理運営する能力

を有すると認められる法人その他の団体（以下「法人等」という。）とし、次

の（１）及び（２）に掲げる要件を満たすものとします。 

 また、申請者が複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、予め

グループの結成に係る協定等により定められた当該グループを代表する法人 

等を代表者として申請手続きを行うこととします。 

 

（１）申請者は次の①から⑭までのいずれにも該当しないこと。（申請者が複

数の法人等でグループを構成して申請する場合は、当該グループの全て

の構成員が次の①から⑭までのいずれにも該当しないこと。） 

①地方自治法施行令第１６７条の４の一般競争入札の参加を制限されてい

る法人等 

②地方自治法第２４４条の２第１１項の指定の取消しを受けたことがある

法人等 

③破産、会社更生、民事再生又はその他倒産等に関する法律の手続きにつ

いて申し立てがなされている法人等 

④本市における一般競争入札等の参加を制限されている法人等 

⑤国税及び地方税を滞納している法人等 

⑥本市における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを

妨げた法人等又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した法人等 

⑦交流センター等の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から許

認可等を取り消され、又は停止処分を受けた法人等 

⑧交流センター等の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から指

導を受けその状況を改善しない法人等 

⑨銀行取引停止処分がなされ、又は支払停止事由が発生している法人等 

⑩差押、仮差押又は仮処分がなされている法人等 
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⑪暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）に該当

する法人等 

⑫暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下

「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある法人等 

⑬法人等の代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営

に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運

営に事実上参加している者をいう。）が暴力団の構成員等である法人等 

⑭本市の市長、副市長、市議会議員が属する法人等（本市が出資又はその

他財政支出等を行っている法人等は除く。） 

（２）申請者は、甲種防火管理者の資格を有する者及び食品衛生責任者の資

格を有する者を指定管理業務に関して配置できること。 

 

６  申請書類の提出方法 

（１）申請書類 

   申請者は、指定管理者候補者の応募にあたり、次の①から⑩に掲げる

書類（以下、これらを総称して「申請書類」という。）を本市に提出する

ものとします。なお、本市が必要と認める場合は追加資料の提出を求め

ることがあります。 

①三郷市指定管理者指定申請書（様式１） 

②誓約書１（様式２） 

③誓約書２（様式３） 

④法人等の概要を示す次の資料 

ア）法人等の経歴・実績 

イ）代表者の履歴書 

ウ) 法人等の事業概要又はこれに準ずるもの（法人等の組織及び運営内

容に関する事項を記載した書類（法人等の概要や組織図、業務執行

体制（役員の構成及び氏名等）、設立趣旨等が分かるもの及び就業規

則又はこれに準じる書類）の他、会社概要、パンフレット等） 

エ）複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、グループの結

成に係る協定等の写し 

⑤法人等の登記事項証明書（申請日前３か月以内に取得したもの） 

⑥法人等の定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類（法人格を有し

ていない団体においては、団体の規約、構成員の名簿等。） 

⑦法人等の印鑑証明書（申請日前３か月以内に取得したもの） 
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⑧法人税、法人事業税、法人都道府県民税、法人市町村民税、消費税及び

地方消費税の納税証明書（直近１年間のもの） 

⑨決算関係書類（直近の過去３か年分の事業報告書、財産目録、貸借対照

表、資金収支決算書又はこれに準ずる書類） 

⑩事業計画書（様式４） 

次に掲げる記載要領に基づいて記載すること。 

 

表２．事業計画書の記載要領 

項目 記載事項 枚数 

事業計画

概要 

 本要項の８に示す「選定にあたっての審査基準」

の（１）から（５）の審査基準の項目に該当する次

の５点について、各審査基準の項目に応じ、本記載

要領に示す以下の「指定管理業務の基本方針」、「指

定管理業務の実施体制」、「利用管理の実施計画」、「自

主的事業の実施計画」、「指定管理業務の収支計画」

の各項目について計画した内容の要約を記載すると

ともに、審査基準の項目に応じた提案として優れて

いると考えられる理由を箇条書きで簡潔に記載して

ください。 

（１）基本方針 

（２）実施体制 

（３）利用管理 

（４）自主的事業 

（５）収支計画 

 

２枚

以内 

指定管理

業務の基

本方針 

交流センター等の設置目的や施設の特性に対する

理解が優れており、当該理解に基づいた指定管理業

務の基本方針や展望が提案されていること。 

（１）施設の設置目的や特性、市の政策、関連法令

等をどのように理解したのか、どのように実施

するのかなどの基本的な考え方（基本方針）。 

（２）指定管理期間にかかわらず条件が整えば展開

できる可能性のある提案内容。 

２枚

以内 

指定管理

業務の実

施体制 

交流センター等を安定的かつ継続的に遂行できる

ような実施体制が提案されていること。 

（１）知識や経験等（研修等）を有し効率的かつ効

２枚

以内 
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項目 記載事項 枚数 

果的に実施できる体制や方法等に関する提案内

容。 

（２）緊急時及び災害時等に関する実施体制の提案。 

利用管理

の実施計

画 

交流センター等の効率的かつ効果的な利用管理の

実施方法が提案されていること。 

（１）基本方針に基づき諸室等における利用管理を

実施するための基本的な考え方。 

（２）個人情報の取り扱い方法、利用管理上におけ

る留意点、利用者によるトラブルの未然防止と

対処方法、利用者のニーズをふまえたサービス

向上を図るための業務改善方法。 

７枚

以内 

自主的事

業の実施

計画 

（１）地域、市内全体の活性等(市や企業、大学等と

の連携、市民全体の市民活動促進等)につながる

自主事業として提案内容。 

（２）イベント等の企画内容、利活用する諸室等、

実施期間及び実施頻度、実施内容等の具体的に

提案として内容。 

（３）自動販売機の設置管理実施計画（指定管理期

間（５か年）にわたる自動販売機の調達及び設

置方法、保守管理方法等）。 

   なお、指定管理期間が満了又は指定の取消し

をされた場合は、速やかに原状回復を行うこと。

なお、原状回復に際し、一切の補償を本市に請

求することはできません。 

（４）飲食運営の経験や実績を有し、利用客が利用

しやすい料金設定や、本市ならではの様々な食

材を活用したメニュー設定など飽きさせない工

夫があり、市外からの来客も見込める本市の象

徴となる飲食サービスが提供できるなど提案内

容。 

１０

枚以

内 

指定管理

業務の収

支計画 

 指定管理期間（５か年）にわたる利用人員想定等

に基づく指定管理業務の収支計画として、次の収支

項目等に関する各年度における見込額と当該見込額

の算定方法について記載すること。 

なお、諸室等利活用イベントの収支計画について

４枚

以内 
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項目 記載事項 枚数 

は、感染症対策を講じた実施計画とすること。 

（１）収入項目 

①諸室等利活用イベント等自主的事業収入 

②自動販売機設置管理自主的事業収入 

③飲食サービス提供自主的事業収入 

④指定管理料収入 

⑤その他の収入 

（２）支出項目 

①利用管理に係る人件費 

②利用管理に係る物件費（備品等購入費・処分

費等） 

③諸室等利活用イベント等自主的事業支出 

④自動販売機設置管理自主的事業支出 

⑤飲食サービス提供自主的事業支出 

⑥通信費及び光熱水費 

⑦廃棄物処理費用 

⑧その他の支出 

（３）その他 

①資金過不足額（各年度における収入額の合計

から支出額の合計を差し引いた金額） 

 

（２）申請書類の提出部数 

  本要項の６の（１）の申請書を下記の内容で提出してください。 

・①から⑨に掲げる申請書類   正本  １部 

副本  ２部 

ＰＤＦデータ １部 

      ※複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、②から⑨

までの書類は代表者及び各構成員のそれぞれに関する書類を提出し

てください。 

 

・⑩に掲げる事業計画書     正本  １部 

副本 １５部 

ＰＤＦデータ １部 

※事業計画概要を示す書類と、その他の項目を示す書類を別冊と

してください。 
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（３）その他 

  申請書類の提出にあたっての留意点は次のとおりです。 

①申請書類は原則としてＡ４判縦使いとし、縦型綴じで申請者名（複数

の法人等でグループを構成して応募する場合は代表者名）を記入した

書類として提出してください。 

②本要項６の（１）の⑩の事業計画書については、一申請者につき一提

案に限ります。複数の事業計画書を提出することはできません。 

また、申請者（複数の法人等でグループを構成して応募する場合は

代表者及び構成員を含む。）の名称を記載しても差し支えありませんが、

ロゴマーク等の商標は記載しないでください。 

③提出された申請書類は、三郷市情報公開条例に基づく開示請求の対象

となります。（原則として、個人に関する情報や申請者の正当な利益

を害するおそれのある情報を除きます。） 

④申請書類については、提出期限後における差し替え及び再提出は認め

ません。 

⑤申請者が申請書類に虚偽の記載をした場合は、失格となるとともに、

虚偽の記載をした者について、所要の措置を講ずることがあります。 

⑥申請者は、申請書類の提出をもって本募集要項の記載内容を承諾した

ものとみなします。 

 

７  指定管理者候補者の募集選定手続 

 本市は、次の（１）から（７）に掲げる手続により交流センター等の指定

管理者候補者の募集選定を行います。 

 

（１）現場説明会の実施 

  現場説明会を次のとおり開催します。 

①開催日時 令和８年７月２３日（木）午前１０時開始 

②集合場所 ピアラシティ交流センター 

   現場説明会への参加を希望する者は、令和８年７月１５日（水）午

後５時までに、現場説明会申込書（様式５）に必要事項を記入の上、

下記のＥメールアドレス宛に送信してください。なお、現場説明会へ

の参加の有無が申請の可否に関係することはありません。 

 Ｅメールアドレス shienkoubo@city.misato.lg.jp 
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（２）質問事項の受付及び回答 

  募集要項等の内容に関する質問の受付及び回答を次のとおり行います。 

①受付期間 令和８年７月２１日（火）から８月６日（木）までの午前

９時から午後５時まで。 

②受付方法 募集要項・仕様書の内容等に関する質問書（様式６）に記

入の上、Ｅメールで下記のＥメールアドレス宛に送信してください。 

 Ｅメールアドレス shienkoubo@city.misato.lg.jp 

③回答方法 令和８年８月１４日（金）までに、すべての申請者に対し

てＥメールにて回答します。（質問者名は表示しません。） 

 

（３）応募に係る申請書類の受付 

  応募に係る申請書類（以下「提出書類」という。）を次のとおり受け付

けます。 

①受付期間 

 令和８年８月２４日（月）から８月２８日（金）までの午前９時から

午後５時まで。 

②提出方法 

 提出書類を提出する者は、申請書類のＰＤＦデータを事前に提出した

上で、次の③に示す提出先に直接持参して提出するものとする。 

提出前には提出予定日及び時刻を提出先に必ず連絡してください。な

お、郵便、ファクシミリによる提出は不可とします。 

③提出先 

〒３４１－８５０１ 三郷市花和田６４８番地１ 

三郷市 地域振興部市民活動支援課 

電 話 ０４８－９３０－７７１４（直通） 

Ｅメールアドレス shienkoubo@city.misato.lg.jp（連絡用） 

 ※１０ＭＢを超えるメールは、受領できないため、提出時に別途アップロ

ード用のアドレスを送付いたしますので、ご連絡ください。 

 

（４）第一次審査 

  第一次審査は、申請書類のうち本要項６の（１）の④から⑨の書類を

対象として資格審査を行います。 

  第一次審査の結果は、令和８年 10 月上旬にすべての申請者にＥメール

で通知します。 
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（５）第二次審査 

  第二次審査は、第一次審査を通過した申請者を対象として、申請書類

のうち本要項６の（１）の⑩の書類をもとにプレゼンテーションを行っ

ていただき、本市が設置する三郷市指定管理者候補者選定委員会が審査

基準に基づき審査します。なお、同委員会の会議は非公開とします。 

  第二次審査の結果は、令和８年１１月上旬にすべての第二次審査参加

者にＥメールで通知します。 

  ただし、正式に指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理者

候補者に事故があった場合は、選定されなかった申請者のうちから新た

に指定管理者候補者を選定する場合があります。 

 

（６）応募の辞退 

  申請書類の提出後に応募を辞退する場合は、土、日曜日及び祝日を除

く午前９時から午後５時までの間に本要項７の（３）の③の提出先に辞

退届（様式７）を直接持参して提出するものとし、提出先に持参する前

には提出予定日及び時刻を提出先に必ず連絡してください。なお、郵便、

ファクシミリによる提出は不可とします。 

 

（７）募集選定手続における留意点 

①本件の指定管理者候補者の募集選定手続きにおいて申請に必要な費用

は申請者の負担となります。 

②本件の指定管理者候補者の募集選定に関して本市が提示した資料等に

ついては、申請に係る検討以外の目的で使用することを禁じます。ま

た、検討の目的の範囲内であっても、本市の承諾を得ることなく、申

請者以外の第三者に対し、これを使用させ、又は内容を提示すること

を禁じます。 

③本件の指定管理者候補者の募集選定に関して定められた手続きにより

接触する場合を除き、申請者が三郷市指定管理者候補者選定委員会委

員等、本件の募集選定に従事する本市職員へ接触することを禁じます。

接触の事実が認められた場合は失格になることがあります。 
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８  選定にあたっての審査基準 

（１）交流センター等の設置目的や施設の特性に対する理解が優れており、当

該理解に基づいた指定管理業務の基本方針や展望が提案されていること。 

（２）交流センター等を安定的かつ継続的に遂行できるような実施体制が提案

されていること。 

（３）交流センター等の効率的かつ効果的な利用管理の実施方法が提案されて

いること。 

（４）利用者のニーズに応じた交流センター等の利用促進が図られ、また、地

域コミュニティの活性化や市民の活動支援等が図られるよう、実施計画が

提案されていること。 

（５）指定管理業務の基本方針、実施体制、利用管理の実施計画、自主的事業

の実施計画と整合がとれた収支計画が提案されていること。 

 

９  指定管理者の指定等 

 指定管理者の指定は、三郷市議会の議決を経て、書面で三郷市長が指定し

ます。なお、指定後速やかに告示します。 

 

１０ 指定管理者の指定後の手続き 

（１）協定の締結 

 指定管理業務内容に関する細目的事項、指定管理料に関する事項、管理

の基準に関する細目的事項について、指定管理者と本市との間で協議の上、

基本協定を締結するものとします。 

また、基本協定を締結したのち、年度に係る細目的事項について年度協

定を締結するものとします。 

 

（２）協定を締結しない場合 

 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、そ

の指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

①指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務の履行が

確実でないと認められるとき。 

②著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくな

いと認められるとき。 
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１１ スケジュール（予定） 

表２．指定管理者候補者の募集選定スケジュール（予定） 

時期（期日） 内容 

令和 8年 7月 6日（月） 公募開始（募集要項等公表） 

令和 8年 7月 23 日（木） 

午前 10 時から 11 時まで 

現場説明会（ピアラシティ交流センタ

ー） 

令和 8年 7月 23 日（木）から 

令和 8年 8月 6日（木）まで 

質問事項の受付期間 

令和 8年 8月 14 日（金） 質問事項の回答期限 

令和 8年 8月 24 日（月）から 

令和 8年 8月 28 日（金）まで 

申請書の受付期間 

令和 8年 9月下旬 第一次審査（書類審査） 

令和 8年 10 月上旬 第一次審査結果通知 

令和 8年 10 月 21 日（水） 第二次審査（プレゼンテーション） 

令和 8年 11 月上旬 審査結果通知（指定管理者候補者決定） 

令和 8年 12 月中旬以降  指定管理者の議決（市議会12月定例会） 

令和 8年 12 月中旬以降  指定管理者の指定（告示及び通知） 

令和 9年 2月下旬 基本協定の締結 

令和 9年 4月 1日 年度協定の締結 

指定管理業務の開始 

 

１２ その他 

（１）著作権の帰属等 

 事業計画書の著作権は、申請者に帰属します。ただし、本市は、指定管

理者の決定の公表等必要な場合には、事業計画書の内容を無償で利用でき

るものとします。なお、提出された書類は理由の如何に関わらず返却しま

せん。 

（２）交流センター等の指定管理料 

 交流センター等の指定管理料（上限額）は、指定管理期間（５か年）の

総額で、５３９，０００千円を予定しています。 

１３ 問合せ先 

三郷市地域振興部市民活動支援課 

〒３４１－８５０１ 三郷市花和田６４８番地１ 

電 話 ０４８－９３０－７７１４（直通） 

ＦＡＸ ０４８－９５３－７７７５ 

E-mail shienkoubo@city.misato.lg.jp 
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様式１ 三郷市指定管理者指定申請書 

「三郷市都市公園条例施行規則様式第 7号（第 8条関係）」 

 

 

三郷市指定管理者指定申請書 

 

令和 年 月 日 

 

三郷市長 あて 

 

 

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称 

 

代表者氏名             印 

 

 

指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

指定を受けようとする施設の名称  ピアラシティ中央公園 

  



13 

様式１ 三郷市指定管理者指定申請書 

「三郷市立ピアラシティ交流センター設置及び管理条例施行規則様式第 7 号

（第 16 条関係）」 

 

 

三郷市指定管理者指定申請書 

 

令和 年 月 日 

 

三郷市長 あて 

 

 

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称 

 

代表者氏名             印 

 

 

指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

指定を受けようとする施設の名称  三郷市立ピアラシティ交流センター
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様式２ 誓約書１ 

 

誓約書１ 

 

令和 年 月 日 

 

三郷市長 あて 

 

法人その他の団体の主たる事務所の所在地 

 

法人その他の団体の名称 

 

法人その他の団体の代表者氏名 

    印 

 

 

ピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センターの指定管理者

の指定申請を本法人その他の団体が行うにあたり、私が三郷市の市長、副市長

及び市議会議員並びにこれらの者の親族（配偶者及び２親等内の血族に限る。）

に該当していないことを確約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本誓約書は、指定申請を行う法人その他の団体における代表者、無限責任

社員、取締役、執行役、監査役又はこれらに準ずべき者に該当するすべての

者は、次項の表に署名捺印し提出してください。 

  ただし、本誓約書に署名捺印した者は除く。 
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役職 氏名 捺印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

  印 

※必要に応じて行を加えてください。 
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様式３ 誓約書２ 

 

誓約書２ 

 

令和 年 月 日 

 

三郷市長 あて 

 

法人その他の団体の主たる事務所の所在地 

 

法人その他の団体の名称 

 

法人その他の団体の代表者氏名 

                   印 

 

ピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センター（以下「交流

センター等」という。）の指定管理者の指定申請にあたり、本法人その他の団体

は下記の事項のいずれにも該当しないことを誓約いたします。 

 

①地方自治法施行令第１６７条の４の一般競争入札の参加を制限されてい

る法人等 

②地方自治法第２４４条の２第１１項の指定の取消しを受けたことがある

法人等 

③破産、会社更生、民事再生又はその他倒産等に関する法律の手続きにつ

いて申し立てがなされている法人等 

④本市における一般競争入札等の参加を制限されている法人等 

⑤国税及び地方税を滞納している法人等 

⑥本市における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを

妨げた法人等又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合した法人等 

⑦交流センター等の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から許

認可等を取り消され、又は停止処分を受けた法人等 

⑧交流センター等の管理運営に必要な許認可等について、監督官庁から指

導を受けその状況を改善しない法人等 

⑨銀行取引停止処分がなされ、又は支払停止事由が発生している法人等 

⑩差押、仮差押又は仮処分がなされている法人等 
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⑪暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）に該当

する法人等 

⑫暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）

若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下

「暴力団の構成員等」という。）の統制の下にある法人等 

⑬法人等の代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営

に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運

営に事実上参加している者をいう。）が暴力団の構成員等である法人等 

⑭本市の市長、副市長、市議会議員が属する法人等（本市が出資又はその

他財政支出等を行っている法人等は除く。） 
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様式４ 事業計画書様式 

 

※ 様式は自由とします。 

※ 本要項の６の（１）の⑩の表２に掲げる記載要領に示された事項について

履行される内容で提案してください。 

※ 提案内容は、平易な文章で明確かつ具体的、簡潔に記述することを基本と

し、必要に応じて図表等を適宜使用することは差し支えないこととします。 

※ 図表等を除き、使用する文字の大きさは、原則１１ポイント程度としてく

ださい。 
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様式５ 現場説明会参加申込書 

 

現場説明会参加申込書 

 

令和 年 月 日 

 

主たる事務所の所在地 

 

法人その他の団体の名称 

 

法人その他の団体の代表者氏名 

                    

 

ピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センターの指定管理者

募集手続きにおける現場説明会への参加を下記のとおり申し込みます。 

 

申込者 

担当者氏名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-mail アドレス  

 

参加者 

会社名 所属及び役職等 氏名 

   

   

   

 

※ 各法人等の参加者数についてはご配慮ください。 

※ 必要に応じて参加者枠を増やしてください。 
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様式６ 募集要項・仕様書の内容等に関する質問書 

 

募集要項・仕様書の内容等に関する質問書 

 

令和 年 月 日 

 

提出者 

法人等の名称  

担当者氏名  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-mail アドレス  

 

質問事項 

番号 募集要項・仕様書の内容等 質問内容 

１  

 

 

２  

 

 

３  

 

 

４  

 

 

５  

 

 

６  

 

 

７  

 

 

 

※ 質問数に応じて質問事項の表の欄を適宜追加してください。 

※ 募集要項・仕様書の内容等欄には、質問内容に該当する募集要項・仕様書

などの資料名と項目、該当する記載のあるページ数や行数などを記載してく

ださい。 
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様式７ 辞退届 

 

辞退届 

 

令和 年 月 日 

 

三郷市長 あて 

 

 

申請者の主たる事務所の所在地 

 

申請者の名称 

 

代表者氏名            印 

 

 

連絡先 担 当 者 氏 名  

    電 話 番 号  

    Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

    E-mail アドレス  

 

 

令和 年  月  日付でピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ

交流センターに係る三郷市指定管理者指定申請書を提出しましたが、以下の理

由により辞退いたします。 

 

 

（辞退理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

仕様書 

 

１  趣旨 

 この仕様書は、三郷市都市公園条例、同条例施行規則及び三郷市立ピアラ

シティ交流センター設置及び管理条例、同条例施行規則（以下「条例等」と

いう。）に定めるもののほか、指定管理者が行う業務（以下「指定管理業務」

という。）の詳細について定めることを目的とします。 

 

２  施設概要 

（１）施 設 名 称 ピアラシティ中央公園 

①所 在 地 三郷市泉二丁目３５番地 

②公 園 面 積 13503.92 ㎡(三郷市立ピアラシティ交流センター含む) 

③主な施設  

ア）芝生広場        3165.60 ㎡ 

イ）こどもあそびひろば   1256.10 ㎡ 

ウ）コミュニティガーデン   386.00 ㎡ 

エ）散策路 

オ）駐車場        22 台(うち身障者用 2台) 

カ）隣地駐車場        24 台(三郷市泉二丁目 36 番地 8) 

 

（２）施 設 名 称 三郷市立ピアラシティ交流センター 

①所 在 地 三郷市泉二丁目３５番地 

②建築面積  1590.04 ㎡ 

③建築延面積 2274.76 ㎡ 

④構 造 鉄骨造 2階建て 

⑤主な諸室等  

ア）体験学習室 A     263.02 ㎡ 

イ）体験学習室 B      83.31 ㎡ 

ウ）体験学習室 C(調理実習室)  53.69 ㎡ 

エ）会議室 A(小)       30.55 ㎡ 

オ）和室        30.60 ㎡ 

カ）会議室 B(中)       53.76 ㎡ 

キ）会議室 C(大)       70.04 ㎡ 

ク）地域活動室       53.76 ㎡ 

ケ）こどもあそび室 

コ）自由図書館 
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サ）コミュニティカフェ及びコミュニティダイニング 

シ）じゃぶじゃぶ池         1 箇所 

ス）防犯ステーション     【本市で管理】（資料１） 

セ）防災備蓄倉庫       【本市で管理】（資料１） 

  

３  管理運営に関する基本的な考え方 

三郷市（以下「本市」という。）は、公の施設であるピアラシティ中央公園

（以下「中央公園」）及び三郷市立ピアラシティ交流センター（以下「センタ

ー」）の管理について地方自治法第２４４条の２第３項に定める指定管理者制

度を適用し、民間団体の活力や柔軟な発想を生かすことで、創意工夫のある

企画や効率的な運営を実施することや、中央公園とセンターの連携機能によ

って、地域のにぎわい創出が図られることで、緑を活かした憩いと交流の場

を市民等の文化活動及び生涯学習の拠点として設け、教養の向上及び健康と

福祉の増進に寄与することを目的としています。 

 このようなことから、中央公園及びセンターの管理運営においては、次に

掲げる事項に留意するものとします。 

 

（１）中央公園 

① 公園の特性を十分理解し、市民等の中央公園の利用に際して、平等か

つ公平な取扱いをすること。 

② 中央公園の管理について、公園利用者の多様なニーズに応え、質の高

いサービスの提供を図り、効果的、効率的な管理運営を目指すこと。 

③ 常に公園利用の促進に努めるとともに、管理運営にあたっては、三郷

市及び地域住民との連携を図ること。 

④ 個人情報の適切な保護を徹底すること 

⑤ 管理に関する業務を一括して再委託しないこと。 

⑥ 情報公開に努めること。 

 

（２）センター 

① 市民等の平等なセンターの利用の確保に努めること。 

② 管理運営にあたっては、本市と連携を図り、本市の方向性を考慮する

こと。 

③ センターの設置目的を効果的に達成し、効率的・弾力的運営を行い、

経費の縮減に努めること。 

④ 社会環境の変化に応じて指定管理業務による市民サービスの水準の維

持向上に努めること。 
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⑤ 利用者並びに地域住民の意見要望聴取の場及び年間の運営計画作成

のための運営協議会等を設置すること。 

⑥ センターの利用促進を積極的に図ること。 

⑦ 利用者へのきめ細かいサービスを実施し、安全かつ快適に利用できる

ように努めること。 

⑧ 利用者のニーズを調査し、設置目的を達成するための各種自主事業を

積極的に実施し、利用者へのサービス向上に努めること。 

⑨ 個人情報の適切な保護を徹底すること。 

⑩ 管理に関する業務を一括して再委託しないこと。 

⑪ 情報公開に努めること。 

 

４  法令等の遵守 

 中央公園及びセンターの管理運営にあたっては、地方自治法、都市公園法、

本市の条例等及びその他の関係法令等を遵守しなければなりません。 

 指定管理期間中、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕

様とします。なお、改正に伴い指定管理業務に係る収支が増減する場合は、

本市と指定管理者との協議により指定管理料を改定するものとします。 

 

５  管理運営にあたっての条件 

（１）指定管理者が行う業務内容 

  ①中央公園 

   ア） 公園施設の機能、美観及び安全性を確保するための、巡回点検・

除草・清掃等の業務に関すること。（資料２） 

   イ） 遊具の整備不良等による事故防止のための、遊具の定期的な点検

及び継続的な維持管理に関すること。（資料３） 

   ウ） 植栽地管理（植込地、芝生、樹木、草地等管理）について、当初

の植栽意図を踏まえ、各植物の特性に配慮したうえで、適正に持続・

育成するための管理に関すること。 

   エ） 公園内各施設（センター及びその付帯設備を除く）や設備につい

ては、位置、機能、特性を十分に把握したうえで、清潔かつその機

能を正常に保持し、来園者の快適で安全な利用が図れるような、適

正な維持管理及び保守点検に関すること。（防犯カメラの維持管理及

び保守点検を除く） 

   オ） その他中央公園の特性を活かした、自主事業の開催に関すること。

（センターとの一体的な事業を含む。） 
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カ） 公園施設の維持管理に関すること。 

公園施設並びに備品等の修繕等は、１件５０万円未満の修繕等は、

指定管理者が負担するものとします。１件が５０万円以上の修繕等

が見込まれる場合は、市と指定管理者との間で協議することとしま

す。光熱水費・消耗品費等は、指定管理者の負担とします。 

キ） 必要に応じて、前指定管理者と引継ぎを行い管理運営に支障をき

たさないこと。 

 

②センター 

   ア） 条例等で規定されている設置目的を達成するための事業実施に関

すること。 

イ） 利用の許可に関すること。 

ウ） 利用に係る料金の徴収に関すること。 

     諸室及び備品等の使用料金については条例等で定めるとおりとし

ます。指定管理者は利用者から使用料を徴収し、徴収した使用料を

本市に収めるものとします。 

  エ） 管理運営に関すること 

 本市では、一部の市内の施設の利用申込について、埼玉県東南部

地域公共施設・予約案内システム（まんまるよやく）を導入してお

り、令和９年１１月より、次期システムへの移行に合わせ、導入施

設の増加を検討しております。 

センターについては、現在導入されておりませんが、次期システ

ムから当該システムを使用していただく予定です。 

（利用者登録の受付業務、申し込み方法等の問い合わせ対応等） 

オ） 施設及び設備等の維持管理に関すること。 

     施設及び設備並びに備品等の修繕等は、１件５０万円未満の修繕

等は、指定管理者が負担するものとします。１件が５０万円以上の

修繕等が見込まれる場合は、市と指定管理者との間で協議すること

とします。 

光熱水費・消耗品費等は、指定管理者の負担とします。（防犯ステ

ーション及び防災備蓄倉庫の光熱水費を含む） 

カ） 広報及び情報発信に関すること。 

    活動全般の広報及び情報発信に努めることとし、独自のウェブサ

イトを設けること。また、ウェブサイトにおけるウェブコンテンツ

のアクセシビリティは、日本工業規格 JIS X 8341-3:2016「高齢者・

障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソフトウェア及び
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サービス－第３部：ウェブコンテンツ」のアクセシビリティ適合レ

ベルＡＡの基準に配慮するなど、誰もが利用しやすいものとします。 

キ） 保険に関すること。 

     第三者賠償責任保険（又は類似の機能を有する共済等を含む。）に

加入することとします。 

     指定管理業務の瑕疵に起因して派生した第三者（本市の職員、施

設利用者、見学者、通行者、近隣居住者を含む。）に対する対人及び

対物賠償損害を担保するものとし、保険金額は対人が１億円以上／

１名、５億円以上／１事故、対物が１千万円以上／１事故とします。 

ク）利用者の安全確保に関すること。 

    利用者の安全対策（救急、防犯、防災等）、監視体制等について各

種マニュアルを作成し、従事者を指導し、万一に備えて訓練するこ

ととします。また、緊急対策、防犯、防災対策等についても同様と

します。 

ケ） 利用者に係る個人情報保護に関すること。 

    個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定

に基づき、利用者に係る個人情報保護の大切さを従事者に周知徹底

し、業務上知り得た情報が漏洩しないよう対策を講じることとしま

す。 

コ） 事業報告に関すること。 

     毎事業年度終了後６０日以内に事業報告書を本市に提出すること

とします。また、本市は事業報告の他に、必要に応じて指定管理業

務の実施内容について指定管理者から報告書の提出を求めることが

できるものとします。 

サ） 指定管理業務の実施体制に関すること。 

（a） 指定管理者が提出した事業計画書（中央公園及びセンターに

おける指定管理業務の実施体制等）に基づいて、指定管理業務

の実施に必要な責任者及び職員を配置することとします。また

指定管理業務に従事する者（臨時職員を含む）の勤務形態等に

ついては、労働基準法、労働安全衛生法、その他労働関係法令

を遵守し、指定管理業務の適正かつ確実な遂行に支障のないよ

うに配慮することとします。 

（b） 甲種防火管理者の資格を有する者及び食品衛生責任者の資格

を有する者を配置することの他、事業計画書において提案した

自主的事業を実施するために必要な資格を有する者を配置する

こと。 
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（c） 指定管理業務に従事する者に対して、指定管理業務の適正か

つ確実な遂行に必要な研修を実施することとします。 

シ） その他の指定管理業務の実施に関して必要な業務に関する事項 

     指定管理業務の実施に必要な許認可の取得、監督官庁への届出

業務、情報公開等を行うものとします。 

ス） 感染症防止対策に関すること。 

       感染症等の発生に備え、安全な施設運営を行うための感染防止

対策を講じることとし、万が一感染症等が発生した場合は、本市

等と連携して対応にあたるものとします。 

セ） 災害時における対応に関すること。 

災害の危険が切迫した緊急時において市民の安全を確保するた

めに、市が施設の開場を必要と認めた場合は、市に協力をするも

のとする。 

ソ） 必要に応じて、前指定管理者と引継ぎを行い管理運営に支障を

きたさないこと。 

 

（２）自主事業の運営に関すること 

①中央公園（センターとの一体的な事業を含む。） 

    ア）三郷市健康増進・食育推進計画の理念に基づいた、コミュニティ

ガーデンを活用した、市民の健康の維持に寄与する事業。 

イ）公園の特性を活かした事業 

②センター（中央公園との一体的な事業を含む。） 

ア）三郷市総合計画等に基づき市が実施する、各種事業と連携した事 

  業 

イ）三郷市健康増進・食育推進計画の理念に基づいた、調理実習室を

活用した、市民の健康の維持に寄与する事業。 

     ウ）コミュニティカフェの運営 

     エ）その他センターの設置目的を達成するための事業 

※自主事業に関する留意事項 

        自主事業については、本市と事前に調整をすること。 

 

（３）管理運営の体制に関すること 

  ①中央公園 

    ア）維持管理及び保守点検に際し、公園の維持管理業務に相当の知識

及び経験を有する者を従事させること。 

    イ）市内居住者（施設近隣住民）の雇用や、市内業者の積極的な活用
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に努めること。 

    ウ）本市との連絡調整、及び公園に関する要望、苦情等の処理につい

ては、センターの職員と兼任しても差し支えない。 

エ）備品等の保守点検業務や植物等の維持管理業務を専門業者等へ委

託する場合には、作業内容を掌握するとともに作業の完了確認を

的確に行うこと。 

 

②センター 

ア）三郷市立ピアラシティ交流センター設置及び管理条例の規定に基

づき、所長その他必要な職員を配置すること。 

イ）市内居住者（施設近隣住民）の雇用や、市内業者の積極的な活用

に努めること。 

ウ）コミュニティカフェの運営、及び食育事業の推進のために、専門

の資格を有する者を配置すること。 

    エ）電気事業法に定めのある、維持及び運用に関する保安を確保する

こと。 

オ）管理運営に係る全ての従事者の勤務形態等については、労働基準

法、労働安全衛生法、その他労働関係法令を遵守し、管理運営に

支障のないように配慮すること。 

     カ）従事者に対して、管理運営に必要な研修を実施すること。 

 

６  管理に要する経費 

（１）指定管理料 

 本市は、指定管理業務に係る必要な経費を、毎年度の予算の範囲内にお

いて、指定管理者に指定管理料として支払います。指定管理料の具体的な

額や支払時期・方法等は協議のうえ、協定で定めます。 

 

（２）本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

 人件費、物件費（備品等購入費・処分費、通信費、光熱水費、保守点検

及び維持管理に要する経費等）、事業費(各種自主事業に関する経費)としま

す。 
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７  指定予定期間 

令和９年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間を予定しています。 

 

８  休園・休館日 

 中央公園の休園日は、次のとおりとします。 

 休園日：規定なし 

 

センターの休館日は、次のとおりとします。 

 休館日：毎月第 1日曜日の翌日。ただし、その日が国民の祝日に関する法

律(昭和 23 年法律第 178 号)に定める休日(以下「休日」という。)

に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない

日 

     毎年１２月２８日から翌年の１月４日までの期間 

 

 その他は条例等に規定するとおりです。 

   なお、指定管理者が市民サービスの向上、利用者の利便性の向上に有効

と判断するときは、市長の承認を得て休館日に開館することができます。 

 

９  開園・開館時間 

中央公園の開園時間は、次のとおりとします。 

 開園時間：規定なし 

 

 センターの開館時間は、次のとおりとします。 

 開館時間：午前９時から午後９時（２１時）まで 

 

 その他は条例等に規定するとおりです。 

 なお、指定管理者が市民サービスの向上、利用者の利便性の向上に有効と

判断するときは、市長の承認を得て開館時間を延長することができます。 
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１０ 管理の基準 

（１） 中央公園及びセンターにおける利用管理を適正に行うこと 

（２） 中央公園及びセンターにおける運営（自主的事業）を適切に行うこと 

（３） 指定管理業務を通じて取得した個人情報を適切に取り扱うこと 

※管理の基準を遵守しない場合、指定管理者の指定を取り消すことが

あります。 

※指定管理期間中に中央公園及びセンターにおける運営（自主的事業）

の内容を変更する必要がある場合は、本市又は指定管理者がそれぞ

れ相手方に対して中央公園及びセンターにおける運営（自主的事業）

の変更理由及び変更内容を示した書面を提出し、協議するものとし

ます。 

 

１１ リスク分担 

 中央公園及びセンターの指定管理期間内における主なリスク分担について

は、次の表１のとおりとし、これ以外のリスクに関する対応については、都

度、本市と指定管理者間で協議して対応するものとします。 

 

 

表１．本市、指定管理者及び事業者とのリスク分担 

種 類 内  容 本市 指定管理者 

法令等の変更 指定管理者が行う管理運営業務に影響

を及ぼす法令等の改正 
○  

第三者賠償 指定管理者が行う管理に起因する事故

により第三者に与えた損害 
 ○ 

本市の責めに帰すべき事由による事故

により第三者に与えた損害 
○  

維持管理経費 本市の指示による維持管理経費の増大 ○  

本市の指定以外の要因による維持管理

経費の増大（物価・金利変動等） 
 ○ 

中央公園及びセンターの維持管理  ○ 

施設（設備、備品を含む）の保守点検  ○ 

施設の整備、改修 ○  

安全衛生管理  ○ 

施設、設備の修繕（50万円未満）  ○ 

施設、設備の修繕（50万円以上) ○  
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施設損傷 指定管理者の責めに帰すべき事由によ

る事故、火災等による施設損傷 
 ○ 

本市の責めに帰すべき事由による事

故、火災等による施設損傷 
○  

第三者の事由による事故、火災又は不

可抗力による指定管理者の設備・備品

の損傷 

 ○ 

第三者の事由による事故、火災又は不

可抗力による市の設備・備品の損傷 
○  

債務不履行 本市の協定内容の不履行 ○  

指定管理者の業務又は協定内容の不履

行及び業務内容が市の要求する水準に

達しない 

 ○ 

運営リスク 施設、機器の不備や火災等の事故等に

伴う運営リスク 
協議 

管理上の瑕疵等に伴う運営リスク  ○ 

その他 業務に関連して取得した利用者等の個

人に関する情報の漏洩等による利用者

等に対する対応 

 ○ 

火災共済保険の加入 ○  

施設損害賠償保険の加入  ○ 

包括的な管理責任 ○  

※その他の指定管理者の役割 

○指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、中央公園及びセンター（設

備、備品を含む。）の良好な状態を損なわないように利活用を図る義務を負

います。 

○指定管理者は、中央公園及びセンターの利用者の被災に対し、現場で対応

する責任を有し、中央公園及びセンター又は中央公園及びセンターの利用

者に災害があった場合は、迅速かつ適切な初動対応を行い、速やかに本市

に報告するものとします。 
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１２ 指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

（１）指定管理者は、指定管理業務の継続が困難になった場合又はそのおそれ

が生じた場合には、速やかに本市に報告しなければなりません。 

（２）指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による適正な中央公

園及びセンターの管理が困難となった場合又はそのおそれがあると認めら

れる場合には、本市は、指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定め

て、改善策の提出及び実施を求めることができます。 

 この場合において、指定管理者が当該期間内に改善することができなか

ったときには、本市は、指定管理者の指定を取り消すことができます。 

（３）指定管理者が本市の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著し

く悪化するなど指定管理業務の継続が困難と認められる場合には、本市は、

指定管理者の指定を取り消すことができます。 

（４）上記（１）から（３）までのことから指定管理者の指定を取り消され、

本市に指定管理者の債務不履行による損害が生じた場合には、指定を取り

消された指定管理者は、本市に生じた損害について賠償の責めを負うこと

になります。 

（５）本市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により指定管理

業務の継続が困難となった場合には、本市と指定管理者は、指定管理業務

の可否について協議することとします。 

 

１３ 委託等の禁止 

 指定管理業務の実施に当たり、指定管理業務の全部を第三者に委託し、又

は請け負わせることは認められません。ただし、あらかじめ本市の承認を受

けた場合には、指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とができるものとします。 

 

１４ 立ち入り検査について 

 本市は必要に応じ、指定管理業務の実施状況について検査を行うこととし

ます。指定管理者は、合理的な事由なくしてこれを拒否できないものとしま

す。 

 

１５ 備品・消耗品等の所有権 

 指定管理者に貸し付ける備品等については、本市の所有とし、その使用及

び保管は十分注意することとします。指定管理者自らが購入・搬入し保管を

要する備品等については、指定管理者の所有とします。また、備品等につい

ては、備品台帳を備え付けるものとします。 
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１６ 協議 

 指定管理者は、この仕様書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び

処理について、疑義が生じた場合は本市と協議の上、決定することとします。 

 

１７ 業務を実施するにあたっての注意事項 

 指定管理者は、中央公園及びセンターが公の施設であることを常に念頭に

おいて、公平な運営を行うこととします。 

 

１８ その他 

（１）守秘義務 

 指定管理者は、指定管理業務の遂行にあたり、業務上知り得た内容を第

三者に漏らしたり、自己利益のために使用したりしないこととし、業務を

遂行する職員が退職した後及び指定管理期間が終了した後も同様とします。

なお、指定管理業務の実施により第三者へ損害を与え、本市がその損害を

賠償した場合には、本市はその損害を指定管理者に求償するものとします。 

（２）文書の管理・保存 

①指定管理者は、指定管理業務を通じて作成又は取得した文書等について、

三郷市文書取扱規程（平成１１年三郷市訓令第２０号）等を参考に適切

な管理又は保存に努めること。また、指定管理期間終了後に文書の引継

ぎ等を行うこと。 

②指定管理者は、指定管理業務を通じて作成又は取得した文書等の情報公

開に努めること。 
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資料１ 防犯ステーション・防災備蓄倉庫【三郷市管理】 設置図 
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資料２ ピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センター 

日常清掃業務基準 

 

 

１．公園概要 

（１）名 称    ピアラシティ中央公園 

（２）所在地    三郷市泉二丁目３５番地 

 （３）施設概要 

   ①公園面積         １３５０３．９２㎡ 

（三郷市立ピアラシティ交流センターを含む） 

   ②芝生広場       ３１６５．６０㎡ 

   ③こどもあそびひろば  １２５６．１０㎡ 

 

２．建築物等概要 

（１）名  称    三郷市立ピアラシティ交流センター 

（２）所 在 地    三郷市泉二丁目３５番地 

（３）建物概要 

   ①構造     鉄骨造（直接基礎）２階建て 

   ②敷地面積      １３５０３． ９２㎡（ピアラシティ中央公園内） 

   ③建築面積       １５９０．０４㎡ 

   ④延床面積       ２２７４．７６㎡ 

（４）隣地駐車場   三郷市泉二丁目３６番地８ 

   敷地面積        ５７２．３１㎡ 

 

３．総  括 

（１）臨機の措置 

清掃実施上、緊急かつ必要と認める場合は、本市は指定管理者に対し、

所要の措置を求めることができる。その結果を遅滞なく本市に報告しなけ

ればならない。 

 

（２）清掃業務の実施 

①ピアラシティ中央公園 

  ・倉庫、ベンチ、案内板などの清掃は、定期的に行う。 

  ・清掃業務で収集したゴミは分別し、所定箇所に集積し、関係法令等 

に則り適正に処分する。 
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②三郷市立ピアラシティ交流センター 

・休館日を除く毎日、午前 8時 30 分から午後 5時 30 分までの間に実施

する。 

・センター内部に限らず、駐車場（隣地駐車場含む）、建物周辺の清掃、

ゴミ拾い等についても毎日実施する。 

 

（３）清掃業務の内容 

日常清掃 

   ①公園の清掃（適宜実施） 

    ア） 園内・周辺道路はほうきで掃き掃除し、小石・ガラス・糞の撤去

を行うこと。 

    イ）拾い清掃や掃き清掃を適宜組み合わせ、園内を清潔な状態に保つ

とともに、ゴミは分別を行ったうえ所定箇所へ集積し、散乱を防ぐ。 

    ウ）Ｕ字溝等を点検し、ゴミや砂を取り除き水が流れるよう清潔にす

ること。 

②センター内の清掃（毎日実施） 

ア）電気掃除機で清掃後モップ等により拭き清掃し消毒を行うこと。 

    イ） 汚れが著しい場合は部分的に清浄し、モップ等で拭き上げること。 

ウ） 所内の屑かごを処理し、ゴミ袋を補給すること。 

 エ） トイレットペーパー、石鹸及び感染症等対策のための備品の補給 

をすること。 

オ） タイルの壁・床は洗剤で洗い、水拭きし、常に清潔を保つこと。 

カ） 水道の蛇口・便器等の金属部分は特に注意して随時磨くこと。 

キ） 水道の蛇口は雑巾・スポンジ等の柔らかい物で水洗い水拭きし、

つまらないようにし異物の除去に努めること。 

    

４．清掃業務の確保 

指定管理者は、契約の履行を期するため業務の遂行に適した者を配置し

なければならない。 

 

５．従業者名簿の提出 

指定管理者は、従業者名簿を本市に提出すること。異動があった場合も

同様とする。 
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６．就業員 

（１）就業員は、清潔な作業服、帽子等を着用し、名札を付けるものとする。 

（２）就業員は、業務中における事故、及び建物、備品等の損傷防止に注意

するとともに、異常を認めた場合は、直ちに本市に報告すること。 

 

７．清掃実施報告 

定期的に、清掃実施報告を行うこと。また、業務に不十分な点があると

きは、本市の指示に従い再度作業を行うこと。 

 

※この他に定期清掃を実施。（年２回 害虫駆除等含む） 
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資料３       ピアラシティ中央公園遊具保守点検基準 

 

  

遊具保守点検基準 

 

１．保守点検業務は、遊具が常に安全に使用できるように、「遊具の安全に関

する規準JPFA-SP-S:2024」に準じて点検する。特に遊具使用にあたっての

予期せぬハザードについて重点を置き点検を行う。 

 

２．遊具設置図 
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資料４   ピアラシティ中央公園及び三郷市立ピアラシティ交流センター 

           維持管理に関する保守点検業務一覧表 

 

 

ア）ピアラシティ中央公園 

 

樹木の剪定等維持管理 適切な時期に実施 

芝生地管理 通年 

遊具の点検 日常点検のほか、専門業者による点

検を年１回以上 

ゴミ処理 可燃物・不燃物の定期処理 

警備（防犯カメラ点検管理は含

まない） 

通年 

駐車場管理（隣地駐車場含む） 通年 

 

イ）三郷市立ピアラシティ交流センター 

 

空調設備保守 年２回 

中水設備保守 月１回 

給湯設備保守 年２回 

消防設備保守 年２回 

建物等定期検査 年１回 

フロン排出抑制法にかかる定期

点検（簡易点検） 

年４回 

定期清掃 年２回以上 

電気設備保守 月１回 

自動制御装置保守点検 通年 

自動ドア保守 年４回 

乗用昇降機設備保守 月１回 

日常清掃・設備管理・夜間管理 開館日 

ゴミ処理 可燃物・不燃物の定期処理 

警備（防犯カメラ点検等含む） 通年 

じゃぶじゃぶ池の維持管理 

 

夏期は毎日 

「フィルター（ろ材交換）随時」 
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資料５     公の施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分       

 

各公の施設の改築及び修繕等については、次表のとおり見積額に応じて三郷

市（甲）、指定管理者（乙）がそれぞれ行うものとします。 

 

 

〖実施区分〗 

区 

分 
項 目 内 容 甲 乙 実施区分の考え方 

建

物 

改築又は大規模修繕 

資本的支出及び見積額

５０万円以上の修繕 

躯体、基礎軸組、

鉄骨部分、小屋

組等の取替え ○  

建築基準法施行令第 1 条に規定する

「構造耐力上主要な部分」について

は、所有者である甲が管理すべきもの

であるため、必要に応じて甲が行う。 

見積額５０万円未満の

修繕 

 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するため

の業務として乙が実施する。 

構

築

物 

新設等   

 

基本的に構築物での新設等は考えて

いないが、必要に応じて甲乙で協議す

る。 

資本的支出及び見積額

５０万円以上の修繕 

 
○  

 

見積額５０万円未満の

修繕 

 

 ○ 

本来の効用持続年数を維持するため

の業務として乙が実施する。 

機

械

装

置 

新設等   基本的に機械装置単独での新設等は

考えていないが、必要に応じて甲乙で

協議する。 

資本的支出及び見積額

５０万円以上の修繕 

 
○  

 

見積額５０万円未満の

修繕 

  
○ 

本来の効用持続年数を維持するため

の業務として乙が実施する。 

教

材

用

具

備

品 

購入   

○ 

公の施設の管理運営上必要なものの

購入であるため、乙が実施する。なお、

乙が委託料で購入するものは甲の備

品とする。 

資本的支出となる修繕  ○   

上記以外の修繕   
○ 

本来の効用持続年数を維持するため

の業務として乙が実施する。 

上記以外の建物、構築物、機

械装置、教材用具備品の改

築・改造等 

いわゆる「模様

替え」等 

 

○ 

乙が委託料以外の費用により、サービ

スの向上や効率的な管理運営のため、

改築等した部分についての権利を将

来にわたって主張しないことが条件 
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基本的考え方 

１ 原則として、本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補修

（小修繕：見積額 50 万円未満のもの等）は、施設の管理に付随するもので

あるため、乙が実施し、それ以外は甲が実施する。 

２ 乙は、建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設等又

は修繕及び備品の購入等に当たっては、原則としてあらかじめ甲と協議し、

承認を受けなければならない。 

３  見積額は、１施設における修繕等の 1件あたりの額である。 

  

〖費用負担区分〗  

実施区分と同様とし、甲、乙それぞれが費用を負担するものとします。ただ

し、天災その他不可抗力による建物等の損壊復旧に係る費用の負担については、

甲、乙協議して決定するものとします。 


